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商工業事業継続計画策定支援事業委託業務のプロポーザルに関する

企画提案書作成要領

１ 提出書類

提出書類、様式及び提出部数を次表に示します。

「商工業事業継続計画策定支援事業委託業務プロポーザル審査要領」審査基準における「県

が推進する施策への取組」に該当する場合は、あわせて以下の書類を提出してください。

２ 提出方法

持参又は郵送（書留郵便又は配達証明に限る。）

３ 提出期限

令和８年４月 24 日（金）17時（必着）

※この期限までに必要書類のすべての提出がないものは、受付することができませんのでご注意ください。

４ 提出先

〒780-8570 高知市丸ノ内１丁目２番 20号

高知県商工労働部商工政策課 担当：濱口、溝渕

ＴＥＬ：（０８８）８２３－９２８３

様式

番号
提出書類の名称 規格及び制限枚数 提出部数

１ 企画提案書表紙【様式－ア】 Ａ４縦、片面１枚

正本１部

副本９部

２ 企画提案（様式自由） Ａ４縦又は横、片面 12 枚以内

３ 実施体制図【様式－イ】 Ａ４縦又は横、片面２枚以内

４ スケジュール（様式自由） Ａ４縦又は横、片面２枚以内

５ 経費見積書（様式自由） Ａ４縦又は横、片面３枚以内

６ 類似業務実績一覧【様式－ウ】 Ａ４縦又は横、片面２枚以内

項目 提出資料 提出部数

県内事業者 「競争入札参加資格者名簿」の写し

正本１部

副本９部

高知県ワークライフバ

ランス推進企業

「高知県ワークライフバランス推進企業認証書」の写し

高知男性育休推進企

業

「こうち男性育休推進企業」紹介ページに掲載している自

社の情報をプリントアウトしたもの

くるみん、えるぼし等 「基準適合一般事業主認定通知書」又は「基準適合認定

一般事業主認定通知書」の写し

パートナーシップ構築

宣言登録企業

「パートナーシップ構築宣言」の写し

（国の「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」に掲載

したもの）

再委託における県内

事業者の優先

なし

（６（５）の実施体制図に関する内容を参照）
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５ 受理の通知

提出いただいた書類が期限までに到着し受付されたときは、提出者に対して書類が到着した

ことを電話等で通知します。

６ 企画提案のポイント

（１）事業の目的

・「商工業事業継続計画策定支援事業委託業務公募型プロポーザル募集要領」のとおり

（２）業務内容

・「商工業事業継続計画策定支援事業委託業務仕様書」のとおり

（３）その他遵守する事項

・受託者が委託業務を実施する場合に必要な機器や物品等は、原則としてリース又はレ

ンタルによることとし、10 万円以上の機器等の取得は認めない。

（４）特に提案を求めるポイント

・本事業の目的や、県内商工業者の現状を踏まえた企画提案となっていること。

・各講座については、受講者がＢＣＰ策定及び訓練の必要性や重要性を理解し、自社の

ＢＣＰ策定及び訓練を実施できるようになるための効果的な手法や構成とするととも

に、適切なアフターフォローを行うことのできる仕組みを盛り込むこと。

（５）提案書に記述する内容

企画提案書表紙 必要事項を記載すること。

企画提案

上記（２）の仕様書の内容に沿って、次の項目について分かりや

すく記載すること。

ア 事業目的と現状認識

イ 各講座について

・講座の概要、講師案及び講師の選定理由

・受講者がＢＣＰを策定又は訓練を実施できるようになるため

の工夫

ウ 受講者募集

・対象となる商工業者に的確に情報を届け、受講を促すための

効果的な方法

エ アフターフォロー

・受講者に対する適切なアフターフォローの仕組み

実施体制図

・業務を実施するための体制について、役職名、従事する人員の

数、役割分担等を記載すること。

・やむをえず業務の一部を再委託する場合は、再委託先、再委託

の範囲及び再委託先の執行管理方法を記載すること。

また、再委託先が県内事業者（高知県内に本店を有する者）と

なる場合は、そのことが分かるように記載すること。

スケジュール 業務全体のスケジュールについて記載すること。

経費見積書 必要な経費を具体的に記載すること。

類似業務実績

過去３年間において実施した類似業務の概要を記載すること。

※記載は５例以内とする。

※各業務の契約書の写しを添付（両面印刷可）すること。（写し

は１部のみ提出）
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７ 企画提案にあたっての留意事項

（１）企画提案書は１者１提案までとします。

（２）企画提案書を受け付けた後の追加及び修正は認めません。

（３）提出された企画提案書が次項に該当するときは無効となる場合があります。

ア 虚偽の内容が記載されているもの

イ 企画提案書の内容や提出方法等が本要領の規定に適合しないもの


